
農業用水路へのIoT水位計設置協力団体公募要領 

 

 

農業用水路へのIoT水位計設置協力団体公募要領（以下「本要領」という）は、富山市が農業

用水路の水位管理業務の軽減と、それによる持続可能な農業の実現のため、富山市が新設す

るIoT水位計の設置を希望する幹線・支線農業用水路管理団体（以下「土地改良区」という）を

公募するものである。 

 

1. 公募概要 

(1) 公募名 

農業用水路へのＩｏＴ水位計設置協力団体公募 

(2) 公募条件 

下記の条件をすべて満たす土地改良区を採択する。 

① 土地改良区法の規定に基づき富山県知事の認可により設立された公法人である

市内の土地改良区であること。 

② 土地改良区が管理する幹線・支線農業用水路の一部（柵等の地物を含む）を富山

市が新設するＩｏＴ水位計の設置場所として無償提供できること。 

③ 設置場所は１団体あたり最大２ヵ所とする。 

④ 富山市が事前通知した場合において、当該ＩｏＴ水位計の管理のために必要とな

る土地改良区の管理区域等への立ち入りを認めること。 

⑤ 設置場所無償提供期間ならびに管理のための立ち入りを認める期間は令和６年

１２月２０日から令和１３年３月３１日までとする。 

⑥ 富山市が行う定期的なＩｏＴ水位計利用状況聞き取り調査（年１～２回を想定）に

対し、協力すること。なお調査協力期間は令和６年１２月２０日から令和１２年３月

３１日までとする。 

⑦ ⑤ならびに⑥の期間については土地改良区、富山市双方の合意により延長でき

るものとする。 

(3) 設置に係る条件 

① ＩｏＴ水位計の調達、設置、管理、修繕は富山市が行う。 

② 電源、通信網等のＩｏＴ水位計が稼働するために必要な環境は富山市が用意する。 

なお電源はソーラパネルまたは電池による稼働を想定している。 

③ 設置場所ならびに柵等の地物の使用については、土地改良区等と富山市が協議

の上、決定する。 

④ 設置したＩｏＴ水位計は原則、令和１２年３月３１日以降から１年以内に富山市が撤

去するものとする。 

⑤ ＩｏＴ水位計による取得情報内容については、土地改良区からの意見聴取を参考



に、富山市が行う。 

⑥ ＩｏＴ水位計の取得情報については、富山市が所有権を有するものであるが、土地

改良区にも随時情報提供するものとする。なお情報提供範囲を当初より拡大す

る場合は、富山市と土地改良区で協議の上、決定するものとする。 

⑦ 上記に定めのない項目については、土地改良区等と富山市が別途協議の上、定

めるものとする。 

　 

２．公募スケジュール 

 

2. 公募への申し込みについて 

(1) 申込方法 

下記a)～ｃ）の必要書類を富山市企画管理部スマートシティ推進課へ提出すること。 

a） 参加申込書兼誓約書（様式１）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部 

b） 法人の登記事項証明書（全部事項証明書）（写し可）・・・・・・・・・・・１部 

c） 設置場所概要書（様式２）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部 

※設置場所を２箇所申込する場合は、設置場所概要書をそれぞれ提出すること。 

(2) 募集期間 

令和６年１２月２日（月）～令和６年１２月1３日（金） 

(3) 提出方法 

Ｅ-mail、郵送又は持参により提出すること。持参による提出は、土曜、日曜、祝日を除

く平日の８時３０分から１７時までとする。 

(4) 提出先 

〒930-8510 富山県富山市新桜町７番３８号 

富山市企画管理部スマートシティ推進課　（担当）城石、榊原 

Ｅ-mail：smartcity-01@city.toyama.lg.jp 

(5) 公募申請に係る合意 

公募の申請があった土地改良区（以下「公募申請者」という）は参加申込書兼誓約書の

 内容 期日

 募集開始 令和６年１２月２日　（月）

 質問書提出期限 令和６年１２月６日　（金）

 質問回答（予定） 令和６年１２月９日 （月）

 公募期限 令和６年１２月１３日（金）

 公募結果の公表 令和６年１２月１７日（火）

 公募事業の期間 公募採択から令和１２年 3 月３１日まで 

※設置場所提供は令和１３年３月３１日まで



提出をもって、本要領に同意したものとする。 

 

3. 質疑・応答 

(1) 質問書の提出方法 

「様式３　質問票兼回答票」に記入の上、E-mailにより提出すること。 

なお、メールの件名は「農業用水路へのIoT水位計設置協力団体公募に係る質問」とす

ること。 

(2) 提出先 

〒930-8510 富山県富山市新桜町７番３８号 

富山市企画管理部スマートシティ推進課　（担当）城石、榊原 

Ｅ-mail：smartcity-01@city.toyama.lg.jp 

(3) 回答方法 

個別にE-mailにて回答する。また、他の申込者への公開が必要と富山市が判断したも

のについては、市ホームページに質問・回答内容を掲載する。 

 

4. 審査方法等 

(1) 公募の採択にあたっては、登記事項証明ならびに提供のあった設置場所の概要がわか

る書類にて、設置想定費用ならびに設置による期待効果等を鑑み、審査する。 

(2) 公募申請者は、富山市から追加資料の提出を求められた場合は、指定のあった日時ま

でに提出すること。 

 

5. 結果の通知、公開 

(1) 公募結果の通知、公開は、市ホームページでの公募採択結果の公開とする。 

 

6. 提出書類並びに著作権等の取扱い 

(1) 提出のあった資料については、加工、複製、再配布の権利を公募事業の期間終了の半

年後まで認めるものとする。 

(2) 提出された書類等は、返却しない。 

 

7. 申込資格 

次に掲げる全ての要件を満たす団体とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16 号）第１６７条の４第１項に該当する者でない

こと（同令第１６７条の１１第１項において準用する場合も含む）。 

(2) 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定に基づく富山市の入札参加資格基準に

よる入札参加の資格制限に該当しないこと。 

(3) 富山市入札参加資格停止措置要綱による入札参加停止、富山市工事請負契約等に係



る暴力団及び関係者排除措置要領による指名排除を受けていないこと。 

(4) 日本国内に存在する法人で、法人にかかる国税・地方税等について、滞納がないこと 

(5) 日本における法令（反社会勢力排除など）に準拠し、宗教活動・政治活動を主たる目的

とする法人・団体及び富山市暴力団排除条例に規定する暴力団関係企業等でないこ

と。 

 

8. 失格要件 

(1) 公募採択決定後に資格要件を満たさなくなった場合 

(2) 本要領における諸条件に違反した場合 

(3) 審査結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

(4) その他、指示した条件に違反する等市長が不適当と認める場合 

 

9. 留意事項 

(1) 応募に要する一切の費用は、公募申請者の負担とする。 

(2) 本公募において採択されたものが本公募で得られた結果を広く広報する場合は、事前

に富山市と協議すること。なお団体内資料等で利用する場合は、明示は必須ではな

い。 

 

10. 問い合わせ先 

富山市企画管理部スマートシティ推進課　（担当：城石・榊原） 

電話　０７６－４４３－２００６ 

Ｅ-mail：smartcity-01@city.toyama.lg.jp

mailto:smartcity-01@city.toyama.lg.jp

